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ライフアイゼン貸付組合発生の

経済基盤に関する一試論

村 岡 範 男
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I はじめに

周知のように，中世封建社会期に形成されたドイツ農業の二重構造一一エ

ルベ川以東のグーツヘルシャフト支配とエルベ川以西の小農民支配一ーは19

世紀初頭からの「農民解放」を経ても，東部ではグーツへルシャフトからユ

ンカー経営への編成替があったにせよ， 基本的に変わることなくドイツ資本

主義に包摂されていった。特にプロイセン王国は 1814年にライン・ヴェスト

フアーレンを併合することによって，東部の地主的大農場〈ユンカー経営)

を生産力的基盤とする農業地帯と西部の工業地帯(その下で小農支配の農業)

1 )東部の農場領主制についてはさしあたり藤瀬浩司「近代ドイツ農業の形成」
第 11認を，また西部小農地帯については松田智雄「ドイツ資本主義の基礎研
究」を参照されたし、。
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とL、ぅ性格を異にする地域にまたがることになった。

わが国産業組合の創設に多大の影響を与えたと言-われているドイツにおけ

る農村信用組合は，このような西部のライン川コプレンツ行政区 (Regierun-

gsbezirk)の農村地域を悶矢として産業資本形成j切に生まれた。 この信用組

合は貸付組合 (Sparund Darlehnskasse Vereine)の名のもとに， F'W' 

ライフアイゼン指導によって，小農民を前期的高利貸資本から守るものとし

てそのf炎ラインチト!，へッセン，パーデン，ヴェストファーレン，パイエルン，

南ザクセンへと幅広く浸透し， 大きな効果をもたらしたと一般には言われて

いる。 しかしライフアイゼン貸付組合に関する従来の研究は，そうしたライ

フアイゼンの功績と救質的でしかも慈善的な性格を単に強制したり， あるい

は小商品生産者の組織する協同組合という一般論に解消されがちであった。

ドイツ近代化の過程で創出されてくる農民層のうち， どのような性格をもっ

た農民層にとって貸付組合が存在意義を有していたのか， この点についての

解明は必らずしも明確にはなされなかったと思われるのである。

他方， わが国の研究においてはライフアイゼ、ン貸付組合をユンカ一地主的

2) 1862年にアンハウゼン， レングスドルフ，ボーネフェルトの三教区， エンゲ
ノレ村ヴイート伯領区に成立。 (F.Braumann， lU畑雄太郎訳「ライブアイゼ
ン物語J313ベージ参照。〕

3) "Spar “という名が加えられたのは組合がのちに貯金を扱うようになってか

らのことである。

4)わが国の協同組合研究における代表的著作はこの点をどのように述べている

であろうか。まず近藤氏は「ライフアイゼンの協同組合の基層となったのは

これら農民的土地所有者であった」と，一応指摘してはいるものの，東部と

西部の地域別農業構造の違いに法窓を払っていないため， ユンカ一地帯内の

農民的土地所有者が基層になっていたかのようにも忠われる。(近藤康男，

「協同組合の理論J54~55ベージ〕
次に美二!こ路氏は， 後進国独自の協同組合として運動的性格が~~J~ 、ことを指

摘され. 1土から旧貴族，地主などによって慈恵的につくられていった」と
している。これは後進国的特徴を強調されるあまり，やはりドイツ農業の地

帯別差異を軽視した結果としの結論と思われる。(美土路達雄 1{1動らくも

のの農協論J86~87ページ〉

これに対して井上氏は，西部と東部の農業構造の差異を区別し，西部にお

いては「資本主義の鋭い浸潤に基く外部からの小農の没落を食いとめると共

に，この小農の内部から， そのうちの富裕なるものの農業資本家への成長。

その他のものの農業プロレタリアへの分解の滑剤となるとL、う役割を多かh
少なかれ持つJと述べているが，指摘はそれで終わっている。(井上階允「日
本産業組合論J55~56ページ〉

~106 ー



ライブ 7イゼン貸付組合発生の経済基盤に関する一試論

性格を持ったものとする見解があ2がこの点についても検討の余地があるよ
うに思われる。

そこで本稿では後者の規定の誤りをまず明らかにするために，封建末期ま

でさかのぼった東西ドイツ農業の構造的差異を明確にし，さらにドイツ資本

主義におけるライン地方の位置を規定したうえで， 産業資本形成期に創出さ

れる小商品生産者ーとしての小農に焦点をあてたいと思う。そうして貸付組合

の創設を推し進めた農民層をとらえる手がかりをうるための仮説の提示を本

稿の課題としたい。

階級的に過渡的な性絡を帯びている小農を構成員とする信用組合は，正に

そのためにそれぞれが歴史的・具体的な性格を持っているものである。従っ

てその性格規定もそれぞれの小農の置かれている歴史的・具体的な状況をふ

まえなければならなし、。本稿ではその点に留意した上でライフアイゼン貸付

組合のむしろ農民的性格を探り出したいと思う。それは， この問題がひとえ

にわが国の産業組合の性格を明らかにするためにも重要な意味を持っている

と考えるからに他ならなし、。その場合，考察の対象を産業資本形成期のライ

ン州に限定する。

I[ r農民解放」と近代化

1.概観

1807年から開始されたシュタイン・ハルデンベノレクの改革を起点とした「農

民解放」は粁余曲折を経ながらも一応 1860年代に解決をみるのであるが，こ

れによってエルベ)11以東のグーツヘノレシャフトとその下での農民賦役という

基本構造は，ユンカー経営とその労働力提供者としてのインステロイテとの

関係に編成替されることになった。「農民解放」はドイツ近代化のためのまず

第ーに経なければならない課題だったのであるが，東部農場領主制に経済基

盤をおいていたプロイセン絶対王政は農場領主制下における農業生産力の低

5)伊東勇夫. r現代日本協同組合論J36~46 ベージ，渡辺基. r協同組合の基
礎理論と運動論J (東北大学「農業経済研究報告」第7号， 8~9 ベージ〉

参照。

6)この点については山間氏の示唆によるところが大きL、。(山田定市. r商業
資本と協同組合」北海道大学農経論叢第25集〉
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下を回避するために，そこにまず第ーに地主屑(グーツヘル+ユンカー〉の

利益を見出さねばならなかった。そのため地主層は農民解放期に農民の封建

負担の償却に際して膨大な貨幣を手にいれ， さらに農民保有地の割譲によっ

て自己の直営地を拡大した。しかもこの場合，多くの零細土地保有農民は「調

整」から除外され，土地切り取れ共有地分割によってわずかの菜園地を持つ

にすぎない農村窮貧層に没落することとなった。 こうして創出された移しい

数の農村窮貧層はユンカー経営への労働力提供者として農村に滞留し， ここ

にドイツ近代化過程における東部ドイツ農業の基本構造ができ上がったので

ある。

一方プロイセン王国での工業地帯，すなわちライン・ヴェストファーレン

両州は古くから繊維工業を中心とした農村工業が栄えており 18世紀には工

業プルジョワジーが発生していた。 こうしたブルジョワジーはプロイセン政

府と対立しながらも「三月革命」期にはそれと妥協し 50年代には生産財生
1わ

産部門における私的株式会社の大規模な設立によって，両州は一大工業圏に

なったのである。

こうしてドイツ資本主義は，ユンカーと農村窮貧層を階級的対立関係とす

る東部農村地帯と，工業ブルジョワジーとプロレタリアートを階級的対立関

係とする西部工業地帯を包摂しながら，政治的にはプロイセン絶対王政を主

導として， 1870年代に産業資本の確立をみるのである。その場合， ドイツ資

本主義は東部と西部の市場を統一せねばならず，東部は農業生産物を西部に

販売し，西部は工業生産物を東部に販売するとし、う交流がなされるはずであ

っ定。 しかし事態はそのようには進行せず， エノレベ以東の穀物はおもに穀物

7)藤瀬，前掲書各所参照。なお東部における基本的階級として， ユンカーと半
プロ的零細農民の聞に大幾層の存在があるO
8) 1871年の職業別人口統計によると， ライン，ヴエストフアーレン川は東部の
他の州と比較した場合，鉱山，治金，工業人口の比率が非常に高く，逆に農
業人口比率は低L、。

9)川本和良「ドイツ産業資本成立史論」第 1部第 1章参照。
10) H. Mottek，大島隆雄訳「ドイツ産業革命J43~50ページ参照。
11)この点については川本，前:ttl書， 164~171ベージ参照。
12) Mottek，前掲書， 55ベージ。
13)この点については飯間収治他「ドイツ現代政治史」第 l掌，第2主主を参照さ
れたい。

14)松問智雄， ["ドイツ資本主義構造論によせてJ(JI¥島，般国編「国民経済の
諸類型J471~474ページ〉参照。
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価格の高いイングランドへ輸出されていた。従って西部の工業化にともなう

農産物需要の拡大部分はこの地域の小農的な価格水準の穀物の供給によって

対処され，不足部分がロシアからの輸入によって充足されるという構造をも

ったのである。

2. ライン州の「農民解放」

散居制が支配的であったライン地方はそれだけ封建的規制が弱く， ドイツ

の中ではもっとも自由化が進展していた地域であった。 グルントヘノレはすで

に 12~14 世紀頃に賦役農場の自己経営をやめ， これを定期小作に出すように

なっていた。その場合小作料は漸次定額の貨幣形態に転化していった。それ

とともに農民保有地の分割相続が自由になり， さらに農民層分解が進行する

につれて 18世紀のライン地方にはすでに多数の零細土地保有農民の生成と，

小作制度の進展がみられた。 しかし小作人は小作地の譲渡， 分割が自由にな

って事実上の土地所有権を獲得するとともに，小作地以外の農民保有地も事

実上の所有地になっTJ。 ともあれこのような関係が古くから進行したという
ことは封建規制が実質的に崩壊していたことの現われであり， ライン地方は

ドイツ(プロイセン〉でもっとも進んだ農業地域でもあったと言えよう。

貨幣地代の進展は直接生産者による生産物の商品化を促す。封建規制の実

質的崩壊と分割相続の結果として発生したライン地方の多数の農民は， 農村

工業地帯や都市への農産物商品供給者としての性格を帯びてくるようになる。

それは市場が局地的なものに限られているため，商品生産としては未成熟で

あるが， 18位紀末にはこうした農民の中からアやルジョワジーへのと昇がみら

れたということである O

すでに述べたように， ライン地方では「農民解放」期以前に土地はほぼ自

白地に転化し， 農民も事実上の土地所有農民になっていたため， この地方に

おける「農民解放」はエルベ川以東におけるような変革的意義はなく r単

15)渡辺寛， r資本主義と農業J(大内力編著「皮業経済論J171ページ〉参照。
16) JII本，前掲書， 15ベージ参照。
17) 18t世紀末までの小作制度とは， グノレントヘノレが定期小作に出したものと， こ
れにともなって他の自由所有地やさまざまの采笛地も定期小作に出された結
果，資力のある市民や貴族，宗教団体等が小作地を借りうけてさらにそれを
小作に出す叉貸関係とを指す。(詳細は川本，前掲蓄， 399ベージ参照。〕
18)川本，前掲書， 400ベージ参照。
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に事実上すでに以前に達せられた状態の法的認可」にすぎなかった。 しかし

十分のー税の現物形態から貨幣形態への転化や 20世・紀の初頭まで行なわれ

た残存封建貢租の償却等は貨幣経済の浸透を促進し，農民の現金支出の機会

は急激に多くなったので、ある。

ここに当時の農村において貨幣不足が深刻化した要因がある; しかも今ま

で何らかの形で共同体規制の束縛下にあった農民はそれから解放されたが故

に，今度は独力で貨幣経済に対処してゆかなければならなかった。 この過程

で， 小農はみずからを小商品生産者として純化させてゆかねばならなかった

のである。

3. 農民層分解

貨幣経済の浸透，農民の小商品生産者化は農民層分解を急激に進行させる。

しかも 19世紀に入ってからの「移動の自由」の創出やライン・ヴェストフア

ーレン地方の産業革命の進行は農村人口を強力に吸収し，農村家内工業を営

んでいた零細農を農業から離脱させることとなった?特に1850年から1870年

の所謂「初期工業化」の時期は農村人口の自然増加分の半分かそれ以上が流

出することになるのである。藤瀬氏の研究は1834年から1867年の聞の農村か

らの人口流出が著しかったことを示している。生産財生産部門を基軸とした

一大工業圏の確立が強力に農村人口を吸収したのである。 しかもこの時期は

のちに問題となるようなエノレベ川以東から西部への労働力の大量移動はほと

んどみられず， この工業閣の労働力は両外i内から供給されていた。少なくと

も60年代後半まではライン・ヴェストフアーレンの工業都市における「労働

者の 80パーセントは二つの州の出身者であった」のである。従ってプロイセ

ンにおけるライン・ヴェストフアーレンの特殊な位置は， この地方の農民間

分解にドイツの他のどの地方よりも大きな影響を与えたと言えるだろう。

19)川本，前掲書， 398ページ。
20) 1850年， ライン右岸には封連支租償'1ヰ!のためのj也代銀行 (Rentenbank)が

設立された。
21) 1887年のへツセン大公国の一報告は次のように言っている。 rまたかつて栄
えていた手織が機械織機との競争に負け， 他の工業の導入という努力が無駄
となってしまってからは(農村〕家内工業も存在しないのである。(Schriften
des Vereins fur Sozialpolitik， Bd 35， Leipzig， 1887， S. 71.) 

22)藤瀬，前掲書，第2部第3章参照。
23)藤紙前J司書， 449ページ。
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ところでドイツにおける農民層分解を論じる場合に問題となるのは「後進

国」論である。すなわち，ドイツにおける産業革命は， 特に重化学工業にお

いて最初から資本構成が非常に高度な資本によって生産が掌揮されたために，

工業部面での雇用をいちじるしく狭いものにし，その結果農民層分解も不徹

底に進行せざるをえず， 農村に農民経営を広範に残存させたというのであ

る。イギリスと比較対照した場合には， ドイツは確かに過渡的な性格をもっ

農民層を農村に滞留させることになった。 しかしドイツ，特にプロイセンに

対象を限定する時， 西部は農民層の農業離脱，その分解においてもっとも前

進的な様相を示しているのであるO ここではプロイセン内において西部がど

のような位置を占めていたのかという点が重視されねばならない。

次にライン介!の農民層分解を数的に見てみよう。第 1表は 1849年から1858

年における規模別所有地数の変化を示したものである。各階層とも絶対数は

増加しているものの，この 10年間で両極分解の傾向がはっきりとうかがわれ

る。 (1849年から 1852年の分解が激しいのは， 1846年と 1847年の大凶作の

影響と思われる)。その場合， 30~300 モルゲ、ン層を分解基軸として分解が

進行している。 30~ 300モノレゲン層はライン州、|においては非常に広範な農民

層を含んでいるため， ここからだけでは詳細を知ることはできない。だがこ

の農民婦は自立的な農民経営眉(所謂小農範時に属する階層)を数多く抱摂

1849年

1852年

1855年

1858ij' 

第 1表 1849-1858年における規模別所有地数の変化

(ライン州 4Morgenキ 1ha 

1849年を100とする所有財産

600Morgen 600- 300- 30 - 5Morgen 

以上 300Mg 30Mg 5 Mg 未満

100 100 100 100 100 

156 113 104 105 114 

165 114 106 111 118 

174 118 107 113 LJ~ 
藤i車ifii~' i3J i近代ドイツ農業の形成 1324ページより引用

計

100 

112 

116 

120 

24) 19世紀にはいってドイツでは急激な人口増加がみられた。 1816年から75年ま
での60年間にドイツ全体では1.7倍， ライン州では2倍に増加した。 (Stati-
stisches Jahrbuch fur Deutsche Reich， Siebenter Jahrgang， 1886， S. 1 
u. Zwanzigster Jahrgang， 1899， S. 2参照).これが絶対数増加の要因でh
あることは言うまでもなL、。
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しているO 従って自立的な農民経営!習を基軸にして両極分解が進行したと指

摘して差し支えないであろう。 5モノレゲン未満層は明らかに農村労働者であ

り，しかもこの階層の少なくない部分が， この頃から農業から離脱したもの

とjLlわれる。

第2表 ライン州における自小作別経営数と小
作地面積比率 (1882年)

数 % 
農業経営総数 485，332 100.0 
うち

自己所有地のみ経営 219，601 45.2 
一部分小作地経営 180，756 37.2 
全凶i積小作地経営 84.975 17.5 

lfd 干~t(ha) % 
戸土、 農 I也 而 干員 1，348，462 100.0 
作 J也 面. 干長 315，704 23.4 

農地面積=耕地，菜園地，採草地，輪換放牧I也，

果樹園，ブドウ図面積

Statistisches Jahrbuch fur das Deutsche 

Reich， Siebenter Jahrgang; 1886， S.17より作製

こうして貨幣経済の浸透，

農民の小向i;i!/生産者化，そし

て産業革命の強力な進展は自

立的な農民経営)習を基軸にし

て，両続分解の方向に農民層

分解を進行させて行くのであ

る。

ところで，ラインチ|れまf也の

州にくらべて小作地の比率が

高い。第2表によると，何ら

かの形で小作地を経営する農

民は1882年時点で半数以上を

占め，小作地面積は四分のー

近くにのぼっているO こうした小作制度はこの間一貫して保たれてきたので、

あるが，小作地比率は20ヘクタール以上層で若干高くはなっているものの，階

層的差異は見られない(第7表参照〉。第2表における一部分小作地を持ってい

る経営の大部分は白己所有地を主とし， 付加l的に若干の土地を借りている経

営と考えられる。近代的地主用としては地代収取を目的とした都市の商人と，

土地所有者ーとしてブノレジョワ化していった貴族がおり，肥沃地に特にこのよ

うな地主層が多いということである。また農村において日雇い CHeuerling)

等に小地片の土地を貸し付けている富農，さらには貸付金庫等の金融機関，

ユダヤ商人等がし、た。しかしこれらは金銭による貸借関係が主なものであり，

東部ドイツや戦前のわが国におけるような半封建的規制は弱かったように思

われる O

25)渡辺寛「資本主義と農業J (大内力編者「股業経済論J170ページ〉参照。
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(1882年)

d付
1 ha 1 - 2 ha 2 - 5 ha 5 - 10 h. 10 - 20 ha 20 - 100 ha 100 ha メc入a 

数 % 数 % 数 % 数 % 数 % 数 % 数 % 数

才スト・プロイセ J仲| 81，539 43.3 19，824 10，5 26，146 13.9 15，881 8.4 15，523 8.3 26，067 13.9 3，199 1.7 188，179 

ヴェスト・プロイセン州 66，909 49.9 14，358 10.7 15，491 11.6 10，864 8.1 10，458 7.8 13，506 10.1 2，440 1.8 134，026 

プランデンブルグ仲i 133，643 50.9 31，714 12.1 33，421 12.7 20，941 8.0 19，549 7.4 21，368 8.1 2，204 0.8 
262，840 

ポン j ノレン件| 85，261 50.4 21，944 13.0 21，277 12.6 14，119 8.3 11，597 6.8 12，201 7，2 2，876 1.7 169，275 

ポーゼン仲l 79，445 47.9 14，905 9.0 20，224 12.2 18，419 11.1 18，183 11.0 11，885 7.2 2，724 1.6 165，785 

シュレージェン州 133，034 36.3 55，992 15.3 85，197 23.2 45，520 12.4 26，220 7.2 17，773 4.9 2，880 0.8 366，616 

ザクセン州 153，892 53.9 36，089 12.6 37，061 13.0 23，425 8.2 16，963 5.9 16，678 5.8 1，573 0.6 285，681 

シュレヴィヒ・ホルスタイン州 65，286 47.6 !l，130 8.1 16，475 12.0 11，141 8.1 10，650 7.8 21，350 15.6 1，101 0.8 137，133 

ハノーヴァ一件! 141，705 43.1 53，342 16.2 60，404 18.4 28，110 3.6 22、545 6.9 22，010 6.7 623 0.2 :128，739 

ヴェストファーレン州 167，529 54.9 45，626 15.0 44，880 14.7 19，975 6.6 15，267 5.0 11，456 3.8 276 0.09 305，009 

へ yセン・ナッサウ州 84，058 42.2 32，834 16.5 44，709 22.4 21，792 10.9 11，200 5.6 4，489 2.3 287 0.1 199，369 

ラインランド州 261，563 53.9 68，686 14.2 83，891 17.3 44，821 9.2 18，322 3.8 7，803 1.6 246 0.05 485，332 

ホーエンツォーレルン 2，860 23.4 1，990 16.3 4，078 33.4 1，929 15.8 913 8.0 372 '.1 1¥¥ 0.08 12，212 

プロイセン計 1.456，724 41.9 408，434 13.4 493，254 16.2 276，937 9.1 197，450 6.5 186，958 6.2 20，439 0.7 3.040.196 

数営経}J1j 狭広地農営経第3表

u> 

農地=耕地. ~匹 I叫 I也，採1;0也、輪換放牧地，*樹園、ブドウ図。
Statist目 chesJahrbuch Iur das Deutsche Reich， Sechster J ahrgang， 1885， S.24， u. Zwanzigster-Jahrgang， 1899， S.20，21より{宇製。

階 層別農地経営面積 (1862年) (ha) 

州
- 1 ha - 2 ha - 5 ha 5 10 ha 10 - 20 ha 20 - 100 ha 100 h. - d日h、 計
面積 % 面積 % 面積 % 国航 % 而I f責 % 面積 % 面 積% 面 積

オスト・フ・ロイセン仲| 23，897 1.0 26，784 1，1 84，788 3.5 JJ2，750 4.7 224，969 9.3 1，010，248 41.8 932，651 38.6 2，416，087 
ヴェストプロイセン州 21，312 1. 3 19，628 1.2 49，879 3.1 77，212 4.8 148，637 9.2 534，84邑 33.2 758，i'>s¥; 47.1 1，1'>1¥¥，122 
ブラ/デンプノレグ州 43，894 2.0 44，952 2.0 110，013 4.9 151，108 6.8 283，282 12.7 791，177 35.4 812，528 36.3 2，236，954 
ポ/メ Jレン川 26，158 1.3 29，390 1.5 69，525 3.5 100，705 5.1 166，476 8.4 454，307 22.9 1，141.729 57.4 1，988，290 

ポーゼン州 27，608 1.4 20，952 1.0 67，483 3.3 133，872 6.5 257，081 12.6 407，085 19.9 1，133，909 55.4 2，047，990 
シュレージェン州 49，352 1.9 77，562 3.0 280，436 11.0 319，497 12.5 367，868 14.4 579，141 22.7 878，067 34.4 2，551，923 
ザクセン州 55，875 3.3 49，784 2.9 121，887 7.1 167，790 9.8 244，384 14.2 614，217 35.8 462，569 26.9 1，716，506 
ンユレヴィヒホルスタイノ州 11，308 0.8 16，303 1.2 53，467 3.8 79，665 5.6 154，197 10.8 875;204 61.5 233，555 16.4 1，423，699 
ハノーヴァー州 49，009 2.9 74巳243 4.4 187巳036 11.0 195，191 11.5 318守515 18.8 755‘770 44.5 117，338 6.9 1，697，102 
ヴェストファーレン州 44，027 4.3 62，895 6.1 139，000 13.5 139，488 13.5 213，603 20.7 382，356 37.1 49，134 4.8 1，030，503 
へ yセン ナ yサウ川 32，743 4.5 47，007 6.5 150，493 20.7 155，402 21.4 155，631 21.4 137，212 18.9 48，642 6.7 727，130 
ライノランド州 73，602 5.5 98，875 7.3 279，580 20.7 323，737 24.0 258，160 19.1 278，595 20.7 35，913 2.7 1，348，462 
ホーエンツ才一レルン 1，136 1.9 2，960 5.0 13，613 23.2 14，045 23.9 14，286 24.3 U，234 19.1 1，490 2.5 5s，764 

プロイセン計 459，921 2.2 571，335 2.7 1，607，200 7.7 1，970，462 9.5 2，807，089 13.5 6，831，394 32.8 6，606.131 31.7 20，853，532 

Statistisches Jahrbuch fur das Deutsche R削ch，Sechster Jahr"gang， 1885， S. 2 5 u. Zwanzigster Jahrgang， 1899， 5.21よリ作製。
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4. 小商品生産者としての小農の形成

先にも触れたように， 1850年代から始まる石炭・鉄鋼業を中心としたライ

ン・ヴェストファーレン両州の工業化は， 工業都市人口を急激に増大させ，

それにともなって農産物市場の拡大をもたらした。 この過程で恒常的な農産

物供給者としての小農が両州から析出されざるをえなくなった。安定的な市

場が創出されることにより，小農による農業生産が商品生産として純化・成

熟してゆく条件が整備されたのである。

この点をライン州について，東部ドイツ農業と比較しながら数的に見てみ

よう。第 3表と第4表は1882年の農地広狭別経営数と経営階層別農地面積を

現わしたものである。

まず， エルベ川以東と西部の農業構造の違いは両表から一目瞭然である。

すなわち東部の各州で、は，経営数でわずかに 0.6~1. 8 パーセントの 100 ヘク

タール以上層に 30~50 ノミ一セント以上の農地が集中している。このユンカ一

層に 20~100 ヘクタール経営の大農崩を加えた農地面積は 70~80 パーセント

にものぼっている。エルベ川以東の農楽生産を担っていたのは切らかにユン

カー経営と大農層であり，その商品化ももっぽら彼らによってなされていた

と言えよう。

これに対して西部とくにラインチHは性格を全く異にしているO 経営数で30

パーセントを占めている 2~20 ヘクタールの所謂小農範時に含まれる経営に

60パーセント以上の農地が集中している。いま自分の家族の生活を維持して

ゆける経営面積を一応5ヘクタールとすると， 2~ 5ヘクタール層は農業だ

けでは自立が困難だと言える。経営数で68パーセントを占める 2ヘクタール

以下層は農村(農業・工業〉労働者である。また経営面積で全体の 20パーセ

ントを占めている 20~ 100ヘクタール層は大農と言える。従ってこの地方の

農業生産を担っていた農民層は農地面積の五分のこを占めている 5~20 へク

タール層と大農閑と言えるであろう。

西部の農産物市場の急激な拡大にともなって，恒常的な農産物供給者とし

26) 100ヘクターノレ以と隠は東部ではまずユンカー経営である。
27) 藤瀬氏は 2~1Oヘクターノレ腐を小食経営としている。(藤瀬，前掲書， 504ベ

ージ〕
28)大内力編著，前掲警， 174ページによる。

-114-



ライフアイゼン貸付組合発生の経済基般に関する一試論

ての役割を担うようになったのは， この期の農民層分解の過程から形成され

てきた 5~20ヘクタール経営の小農と大農民51 であった。特に 5~20 ヘクター

ル層は西部に独特な， しかし社会的には非常に重要な意味を持った農民層と

なった。

しかし，小農が小商品生産者として純化し，安定度を高めて行っても，彼ら

が小農である限り，生産物の商品化としづ行為については前期的商業資本に

頼らざるをえなし、。彼らはいまだに流通過程に入り込んで行けないのである。

従ってこの期に急速に小商品生産者として成熟していったライン州の小農

(特に 5~20ヘクターノレ層)も，農産物商品販売者としては自立化することが

できず，しばしば前期的商業資本の吸着や，収奪にさらされねばならなかった

のである。ライン州農業中央会 (Derlandwirtschaftliche Zentralverein) 

は， 19世紀末においてもなお前期的資本の弊害が数多く見られ， 小農が没落

の危機にあることを報告している。

近代化にともなう貨幣経済の進行，小農の小商品生産者としての成熟にも

かかわらず， 前期的商人の流通過程への介在によって， ライン農民は慢性的

な貨幣不足から抜け出るととはできなかった。 ここに我々は小農支配のライ

ン州がドイツ国内でいち早く，貸付組合を下から形成してゆかねばならなか

った条件を見出すのである。

E ライフアイゼン貸付組合の発生

農村における貸付組合発生の直接的契機は前期的商人(特に高利貸〉から

農民を救い，農村からそれを排除することであった。そこでここでは，まず

農村高利貸資本の実態を概観しよう。

1. 農村高利貸

高利貸資本は，産業資本が確立したのちでも，農業部面に広汎な小商品生

産者が残存している限り， 近代的金融機関によって一掃されずに根強く残る

のを常とする。小農民は資本主義的商品経済の進展とともに，貨幣への依存

を深めてゆかざるをえなくなるのであるが，恒常的な利潤も確立しておらず，

29) Schriften des Vereins fur Sozialpolitik， Bd. 35， Leipzig， 1887， S. 197 

~198 参照。
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労賃範時すら未確立な小農生産は結局近代的な金融機関の貸付対象とはなら

ず，常に前期的な金融機関に資金の供給を求めざるをえなL、。小農民が小商

品生産者としていかに発展しようとも. rそれが資本に転化しなし、かぎりは
高利貸資本と関係をもたざるをえないし， またそれが没落する場合でも，賃

労働者に転化しないかぎりは高利貸資本と関係を持たざるをえなL、Jのであ

る。

さて.1887年の社会政策学会年報は「農村における高利貸Jと題して，当時

大きな社会問題となっていた農村高利貸の弊害に関してドイツ全域にわたる

報告を掲載した。 27地方からの報告は農民層の動向や，高利貸の社会的性格

など，今日社会科学的に問題とされるような点については触れておらず， し

かもユダヤ人批判が基調となっている嫌いがあるが，農村高利貸の生々しい

姿を伝えている点において貴重な文献である。

それによると，高利貸範時には様々な形態が含まれるが，もっとも一般的な

ものは貨幣貸付業者 (Geld-od. Kreditwucher). 高利貸的行向人 CWaren-

wucher) .それに高利貸的家畜尚 (Viehwucher) である。ただ「貨幣貸付

(業者〉は高利貸の本米の形態としてはMHで，一般には商人による商品の販

売， 家畜商人による家畜の販売の結果として現われる」ということであるO

高利貸的行商人は日用雑貨品や人工肥料を農民に売る時現金を受けとらず，

農民の生産物，すなわち穀物や音産物で農民に支払わせることをその一般的

な商法とした。 しかも価格の決定はどちらの場合にも商人に委ねられていた

ため，農民は二重にも三重にも収奪されていた。その結果，農民の手許に残

る現金が少ないだけでなく，彼らはしばしば大きな負債を背負ってゆくこと

になったので必る。家畜商についてはここに家畜売買契約書の一例を紹介し

よう。

契 出ワ 書

本日両者の間で契約がなされた。すなわちG在住のA・LはL在住

のM・Fに妊娠中の 195マルクと評価されている雌牛を引き渡す。

30)斉藤仁「資本主義の発展と高利貸資本J(1総研月報JNo. 1'34， 23ベージ)
31) Schriften des Vereins fur Sozialpolitik， Bd. 35， Leipzig， 1887 S. 
32) Schriften des Vereins fur Sozialpolitik， Bd. 35， Leipzig， 1887， S. 204. 
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M' Fは前払いとして 61"ノレク 50ペニヒを支払わねばならなL、。

残りの 133マルク 50ペニヒについては半年ごとに 44マノレク 50ペ

ニヒとその 5パーセントの利子を 1年半以内に，つまり 3度の割賦

払いで、支払わねばならなし、。最初に生まれた子牛はFが3四割賦を

支払うまでは共同所有とする。 Fがこの契約を厳守しなかった場合

には，雌牛はLの所有となり， Lはいつでも牛を連れ戻すことがで

きる。しかも Fの支払った分については返済を必要としなL、。その

場合牛が上記の価値に値しないような時にはFの責任が追求され

る。

両者朗読後，自筆署名。

於G. 1885年 3月29日

こうした場合，農民の少なからざる部分は契約どうりに支払いをすますこと

ができず，家南を没収されるか， i'l住宅を負う形で商人達に隷属してゆくこと

になった。その結果は土地や家屋の差し押え，競売，そして無産農村労働者

への転落である。

特に， ドイツでは近代的農法が普及した結果，食肉生産量が 40年代から飛

躍的に増大し 1) 農家経営に占める家畜の比重は大きなものであった。従って

農民が家帝商等，前期的高利貸資本の手中に陥らないよう， 家畜をはじめと

する生産物資購入資金の提供を課題とする貸付組合の創出が待たれたので‘あ

る。

2. 貸付組合の発生

ライフアイゼン貸付組合は，実質的なものとしては 1862年のコプレンツ行

政区の組合を鳴矢として，その後ライン州を中心に発展した。この貸付組合

は無限連帯責任，無出資，対人信用貸付を運営原則とし，組合員の信用能力

を詳細に調べられるようにできるだけ小さな範閤，すなわち一村落， 一教区

を組合設立の単位としていた。運用資金は最初は借入金でまかない，のちに

33)渡辺寛，前掲書， 162ベージ参照。
34)これより先， 1849年にフラマースフェノレト村で「貧農救済組合」の設立がみ
られる。(F.W. Raiffeisen， "Die Dar匂hnskassen-Vereine“本位田祥

男，田畑雄太郎訳.280ページ参照〉
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なって貯蓄業務も行なうようになった。そのため組合設立時には比較的裕福

な住民が率先して参加し，彼らのリーダーシップで運営がなされた。その地

域の住民であり， 一定の条件を満たしていれば一応誰でも組合に加入できた

が，資金の貸付ーについては厳格な規制があり，返済能力の有無についての評

価はもちろんのこと， 貸し付けられる資金については生産物資の購入にあて

られるべきことがきびしく定められ，監督されたということである。

従ってその後の発展は順調に進み， 1872年には11の参加組合のもとにノイ

ヴィートにライン農業協同組合が設立された。 ライン地方にはこの頃既に75

の組合が存在し， 1880年代までは破産組合はひとつもなかったそうであるo

ところで当時の公営の金融機関としては，市または郡 (Kreis)の貯蓄金庫

等があった。 しかしこれらはほとんとや不動産抵当貸付のため，農民層のうち

のごく限定された者しかその恩恵に浴していなかった。貸付組合はこのよう

な金融機関とは無縁の農民層に貸し付けを行なうために設立されたのであるO

ここで前節で示した貸付組合発生の基盤となった小農層の性格を， r浪られ

た資料で・はあるがもう少し詳しく見てみよう O そのためにまず西部における

典型的な小農経営の実態を見ることにする。元来ドイツにおける小農経営の

実態を紹介した文献は，ユンカー経営にくらべて極めて少な L、。ここでは

A・ブーへンベルガーが紹介した実例でその実態を見たいと思う。

その経営は4.73ヘクターノレを経営するパーデン地方の小農である(第5表

a， b参照)。ノミーデン地方はライン地方よりも経営規模が一般に小さく，集

約化の進んだ地域である。この経営は夫婦と 2人の娘 (17才と13才)，それに

家長という 5人の家族労働力を基幹として，臨時に日雇を使用している。僕

稗はいなし、。土地の内訳は耕地2.5，牧草地2.01，葡萄山 0.08，森林0.05ヘ

クタールであるが， これに加えて共同地利用がある。そのうち耕地と牧草地

に0.76ヘクタール (18パーセント〉の借地がある。家畜は乳牛3頭，牡牛と

仔牛各1頭，豚4頭，ガチョウ 4羽，鶏5羽で，馬はいなし、。従って耕転は

35) F. W. Raiffeisen，前掲書，各所参照。
.36)ハウスホープアーによるとドイツ帝国全体の農業協同組合数は1883年1，050，
1890年 3，006，1900年 13，636となっている。しかしこれは各種組合の全
体数と思われる。 CHaushofer"Die Land wirtschaft im technischen 
Zeita1ter“s. 223.) 
37) A. Buchenberger "Die Lage der bauerlichen Bevolkerung in Gro-
sherzogtum in Baden “. 
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第乃表 ( a)小農の耕作物生産・販売・消費例 (1882年頃)

(ツェントナー)

穀物 わら 乾草
パレイ
カブ タ~，コ

アプ
葡萄

シ、〆ヨ ラナ
生産量 40.0 48‘2 148.9 70.0 168.0 11.8 1.4 3.5 

業主F圭主ヨ 播種用 3.5 6.0 0.005 
家畜用 48.2 148.9 20.0 168.0 

言家t賛肖十 家族消費 26.5 44.0 1.395 1.5 
メ口入 呈~ド 30.0 48.2 148.9 70.0 168.0 1.4 1.5 
販売量 10.0 11.8 2.0 

Adolf Buchenberger， ..Die Lage der b垣uer1.ichenBevolkerung in Gropherzogtum in 
Baden;' in:..B通uerlicheZustande in Deutschland“Bd.lIl. (Schriften des Vereins 

fur Sozialpolitik， Bd. 24， Leipzig， 1883， S. 283 -284) 

第5表 ( b)小農の現金収支例

(マルク・ペニヒ)

金額 メ仁入3 三~t・

耕 小麦 (Spelz) 75.00 

現 作 タ ノ、 コ 260.00 

金 ザゐ 葡 萄 36.00 371. 00 

畜 バター・ミルク 238.00 
ヰ又
産 牛販売 177.00 

入 物 豚 販 7三たEご 110.00 525.00 

総 E十 896.00 

日 履賃金 85.00 

車壬
建物維持 18.80 

道具維持 43.00 

飼料購入 10.00 156.80 
メMM u. 手且 税 43.02 

イ呆 険 半↓ 9.50 

費
{並日 地 料 114.00 

共有地用益金 83.18 249.70 

総 計 406.50 

純 ~.l( 益 489.50 

f衣服 朝t 200.00 
家 燃料・照明 58.00 

計 医療 薬 40.00 

費 肉 購 人 33.00 

そ グ〉 他 35.00 366.00 

残 古買 123.50 

出典は、第5表(a)と同じ。
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牛によって行なわれていたもの

と思われる。商品化している作

物は生産量の四分のーの穀物，

タバコ，葡萄，それに畜産物で

あるが，畜産物販売が非常に大

きな意味を持っている。経営支

出のなかでは地代(借地料，共

有地用益金〉と租税・保険料が

高い比率を占めている。

この典型的な小農経営を参考

にして， ラインチ1'1の小農につい

て家畜保有と労働力構成をみよ

う。第6表によると馬は半数以

上が 5~20ヘクターノレ層にあ

り， 1戸当り馬頭数から判断す

ると，馬耕が行なわれていたの

は 5~20ヘクタール層の上層以

上と言うことができる。この階

層以上はかなり高位な畜耕能力

を有しており，生産力も比較的
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第6褒 ライン州における経営規模別一戸当り家畜頭数 (1882年)

馬 牛 豚

全頭数に 1戸当り 全頭数に 1戸当り 全頭数に lp当り
占める% E頁 数 占める% E頁 数 占める% 日員 数

- 2 ha 3.8 18.8 0.55 25.9 0.34 

2 - 5ha 14.3 0.25 26.8 3.1 24.4 1.26 

5 - 20ha 53.5 1.3 38.5 5.9 37.3 2.6 

20 -100ha 26.1 5.0 13.6 16.9 11.7 6.5 

100ha - 2.4 14.6 1.3 51.2 0.8 14.1 

注)農業経営数は1882年のもの(出典は第3表と同じ)

家畜頭数は1883年のもの (StatistischesJahrbuch fur das Deutsche 

Reich， Neunter Jahrgang， 1888， S. 25) 

全頭数に占める%は藤瀬，前掲書504，505ページ，以上より算出，作製。

第7表 ライン州における農業経営構成 (1907年)

土地所有形態別面積比
1 経?守当り労働力(6月)
常 時 出f~ 寺

私有借地その他 家族僕砕労働者 家族労働者
イャ ，iI 

-0.5ha 77 21 3 0.3 0.4 0.1 0.9 
0.5-2 ha 80 18 2 1.0 0.6 0.2 1.9 
2 - 5ha 84 15 2 2.1 0.1 0.6 0.2 3.0 
5 -10ha 83 16 1 2.8 0.3 0.1 0.5 0.4 4.0 
10 -20ha 82 18 1 3.2 1.0 0.2 0.4 0.7 5.4 
20 -50ha 72 28 1 3.1 2.7 0.7 0.3 1.3 8.0 
50 -100ha 56 44 。 2.3 5.4 2.6 0.2 4.0 14.6 
100ha - 60 40 。 1.8 8.3 6.3 0.3 12.6 31 
藤瀬浩司，前掲主主504，505ページより引用。

安定していたと言えるだろう。 5ヘグタール以下層はもっぱら牛耕に依存し

ていたものと思われる。牛保有については，数の上では2ヘクターノレ以上層

が問題となるが，畜産物について安定的な生産力を有している階層はやはり

5ヘクタール以上層ということになろう。牛耕が支配している 5ヘグタール

以下層は乳量の低 F等が避けられないからである。

労働力構成については，手元に 1907年 6月の資料しかなく，直接その性格

を論じることはできないが，一応参考程度に見ておこう。第7表によると，

家族労働力2人以上，すなわち夫婦が経営にたずさわっているのはここでも

2ヘクタール以上層で、ある。僕縛は 10ヘクタール以と層におり， 5~10ヘグ
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ターノレ層の上層では既に常時の雇傭労働力が見られる。臨時雇いも 5~10 ヘ

クタール層は5経営のうち2経営， 1O~20ヘクターノレ層は 10 経営のうち 7 経

営が導入している。

限られたものであるが， こうした資料から判断すると， 5~10 ヘクタール

層の上層以上は家畜保有もかなり多く，常時の雇傭労働力も存在し始めてい

ると思われる農民層であり， 既に述べた都市への恒常的な農産物供給者とし

ての内実を備えているものと思われる O 彼らの中には純粋な意味での小農範

障を越えたむしろ中農に近い農民層が含まれていると言えよう。 20~100ヘク

タール層は大農と言えるだろう。こうした経営は先にみた小農の事例にくら

べてより多くの経営費を必要とする; しかし彼ら， とくに 5~20ヘクターノレ
層は公的金融機関の貸付対象とはならず， また常に前期的資本に吸着されて

いる農民層であった。 19佐紀末においてもまだなお「農民の 50~60 パーセン

トが人工肥料を問題の小売商人からツケで購入しており， 収穫のあと余剰収

穫物， とくに燕麦の引き渡しによって支払ってL、!たのである。ここに彼ら

は貸付組合による貸し付けを必要としたのであろう。

3. 貸付組合の性格

小農金融はもともと緊急的，赤字補填的な性格を持つものである。それは

ドイツにおける小農についても例外ではないであろう。ただ貸付組合の運営

原則としてきびしく取り決められた「貸付金の生産的使用」という条件を内

的に満たしていたのが， ここで問題にした農民層だったのであろう。だがこ

の貸付組合は，産業資本形成期に急激に拡大した農産物市場へ農産物を供給

する農民層の確保，その没落の阻止という社会的に重要な任務を担うべく発

生し発展したのである。しかしそれは農村住民のほんの一部 C20~100ヘク

ターノレ層を含めても 15ノミ一セント弱)を対象としたにすぎない。この点につ

いてカウッキーは次のように言っている。 rしかしもっともよく組織された

農業的貸付金庫も農民の一部分に利話をもたらすだけである。農業者はすべ

38)西部小農地帯ではゴノレツの言う機械の導入はまず見られない (T.V. Goltz 
"Geschichte der deutschen Landwirtschaft“〕。経営費としては購入肥
料(カリ，グアノ)，建物，道具， 家畜の購入，飼料， 労賃， そして小作地
がある場合にはその地代等である。
39) Schriften des Vereins fur Sozialpolitik， Bd. 35， Leipzig， 1887， S. 198. 
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てが決して必要な貸付を得ることはできなし、。協同組合の大きな損害を避け

ようとするならぽ，非常に慎重に進まなければならなし、。信用を与えられる

資格のない人，つまりこれをもっとも必要とする人は， あいかわらず村落高

利貸の手中に陥る。」

わが国の研究において， ライフアイゼン貸付組合の性格をユンカー・地主

的だとする見解には伊東勇夫氏と渡辺基氏のそれがある。まず伊東氏はその

点を次のように言っている。 rライフアイゼン系は農村における自営農民
層，地主，ユンカーなどの土地所有者を基盤としていた。Jrライフアイゼン
系組合はこのユンカーのヘゲモニーのもとに組織され，それを基盤としたた

めに， ひじように保守的性格を強めた0 ・・…， またユンカー的秩序を農村に

おいて保持するために，かかる規定をもうけたともいえる。Jrこのようにライ
フアイゼン系組合は，人的構成においても， ユンカー的色彩を濃厚にとどめ

るもので，その基盤をプロシヤ地主的土地所有におくものであった。J(傍点

引用者)。また渡辺氏も次のように言っている。「ライフアイゼンの救おうと

したのは， 農村の小生産者であったが， それはユンカーに隷従する半封建的

な小農であった。J(向上〉。

ユンカ一階級が郡長など地方自治体の主要なポストに派遣された事実は，

西部ドイツでも見られる。 しかしライン州をはじめとする西部ドイツの農村

においてはユンカー経営はまず見られないし それが農村の支配附級であっ

たとは考えられなし、。「プロシャ地主的土地所有」は問題とはならないのであ

る。

そもそも日本におけるドイツ農業の研究は，同じ後進国としてのわが国の

それと比較される形で進められてきた。すなわち明治維新 j也租改正を経た

わが国の近代化が地主制を基盤とする天皇制のもとに資本主義への歩みを始

めたことと， r農民解放」を経たプロイセンが，ユンカ一対その下での農村窮

40) Karl Kautsky， "Agrarfrage“， Stuttgart， 1899， S. 119. 
41)伊東勇夫「現代日本協同組合論J45ページO
42)伊東，前掲書， 46ページ。
43)伊東，前掲書， 46ページ。
44)渡辺基「協同組合の基礎理論と運動論J(東北大学「農業経済研究報告」第
7号， 9ベージ〉。

45)村瀬興対tr ドイツ現代史Jtf~11空，第 2 1it参照。
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貧層という半封建的な関係に再編成された中で，ユンカー主導の資本主義経

済に突入していったこととを比較検討することはまことに重要な意味を持っ

ていたのである。従ってその点に注意を向ける限り，東部ドイツ農業が注目

され，学問的関心をひきつけたのは当然のことだったのである。 しかし西部

ドイツの農村においては，東部ドイツ農村や地主小作関係というわが国農村

におけるようなドラスティッシュな階級対立はそれほど大きな問題にはなら

なかったと考えるのが妥当であろう。 ドイツ農業全体を問題にする限り， ユ

シカーは確かに真先に問題になるのであるが，それを西部農村にもあてはめ

ることはやはり早計と言わねばならなし、。伊東氏も渡辺氏もこの点の配慮に

欠けていたと思われるのである。

東部がユンカ一対農村窮貧層とし、う階級的枠組の中で小農の上向発展を抑

えていたのに対し， ライン介|を中心とする西部農村では小農の小商品生産者

としての上向発展がみられるのである。それは西部農村の東部農村に対する

封建時代からの前進性に他ならなL、。そしてそのような状況下での貸付組合

の発生が問題となるのである。それはむしろ農民的性格が強かったと思われ

るのである。

町ま と め

小農を組合員とする信用組合は， 本来それ自身として発展することはむつ

かしく，往々にして外部からの援助を必要とする。戦前のわが国における産

業組合の発展もそうであったと言えよう。 ドイツにおけるライフ 7イゼン貸

付組合も，少なくとも本稿で対象とした時点では， そのむしろ農民的性格の

ために，数的には緩慢にしか発展しなかったのである。ユンカー階級を存立

基盤とするプロイセン政府にとって，西部の小農は保護の対象とはならず，

1867年の組合法も現存する組合を法的に追認しただけで，積極的な意味を持

つてはいなかった。小農保護とともに，協同組合保護が重要な課題となって

くるのは帝国主義段階に入ってからのことである。

本稿は産業資本形成期におけるライフアイゼン貸付組合の経済基盤を探る

ための試論にすぎなL、。その性格を更に具体的に捉えるためには， ライン州

内の地域別農業構造の把握， ドイツ全体への視野の拡大，加えて個別事例の
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分析が必要なことは言うまでもなし、。 ライフアイゼン貸付組合が小農の組織

する信用組合の代表例としてるげられているにもかかわらず， その経済的性

格が充分に吟味されずにただ小生産者の協同組合という一般論から抜け切ら

ずにいるわが国協同組合研究にとって，その性格を織衝に研究することは非

常に大きな意味をもっている。また他方で、後進国農業論の下に， ドイツの信

用組合をわが国のそれと安易に結びつける見解がある中で，その内容を聞い

直すためにも，各国の農業協同組合をそれぞれの小農の置かれている具体的

な状況まで顧みて捉えることは， 農業協同組合論の発展にとっても有益だと

思うのである。

(統計資料は，本稿で対象とした時期に直接あてはまるものは得られ

なかったため，やむをえず1882年以降のものを使用した。〕
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